
《記入方法等について》 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

口座情報がわかるページと、直近２カ月以内の最新残高がわかるページ
の写し（配偶者の分も）が必要です。生活保護受給中の方は、預貯金等の
写しの代わりに、「生活保護受給者証」の両面の写しまたは、「生活保護証
明書」で手続できます。 

桜井市以外に住民登録のある

配偶者の方は、非課税証明書を

提出してください。 

（代理人の住所氏名連絡先等は必ず記入ください。） 

裏
面
の
同
意
欄
も
必
ず
記

入
し
て
く
だ
さ
い
。 

重要書類 

【窓口混雑防止のため、更新受付は郵送のみ

としております。】 

【更新申請の際は、個人番号の記入は必要あ

りません。】 

【通帳のコピーが必要です】 

【市役所でのコピーサービスはありません。】 

【認定証の発行は 7 月以降となります。】 

介護保険負担限度額認定申請書 

【8 月以降、特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療

院・短期入所サービスをご利用する予定のない方は今回申請の必要はありません。】 



 
 
 

《更新手続きの際の本人等確認書類等について》 

 〇被保険者本人申請または代理申請ともに、本人等確認書類は必要ありません。 
 ※結果通知は被保険者本人へ郵送されます。窓口で受け取ることはできません。        

《預貯金等の写しの添付書類について》（配偶者分も必要です。） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

※ 見開きの口座情報のページと直近２カ月の残高がわかるページをコピーしてください。 

※ 定期預金（積立）も、残高等が確認できるページや証書をコピーしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

紛失等により通帳の写しの添付ができない場合は、銀行等が発行する残高証明書を添付いただくか、キ

ャッシュカードとＡＴＭ取引の際の利用明細票の写し（残高記載のあるもの）を併せて添付（定期預金のな

い場合に限る）に代えることができます。 

（１枚めくったページの見開きです） 
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書類不備の場合、理由を添えて全ての申請書類を返送いたします。 

申請書の表面、裏面とも記入し、すべての通帳等の写しを添付したか、口座情報は

正しく転写されているか、口座残高は読み取れるか等、必ずご確認ください。 


